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町
で
は
、
外
国
籍
町
民
等
の
高
齢

者
・
障
害
者
の
方
で
、
国
民
年
金
を

受
け
ら
れ
な
い
方
に
対
し
、
申
請
に

よ
り
福
祉
給
付
金
を
支
給
し
ま
す
。

▼
対
象
者

　
次
の
３
つ
の
要
件
を
備
え
て
い
る

方
で
、
か
つ
左
表
の
い
ず
れ
か
の
要

件
に
該
当
す
る
方

①
現
在
国
民
年
金
な
ど
の
公
的
年
金

を
受
給
し
て
い
な
い
方

②
昭
和
61
年
３
月
31
日
以
前
か
ら
日

本
に
居
住
し
て
い
る
方

③
申
請
時
点
で
大
磯
町
に
１
年
以
上

外
国
人
登
録
を
し
て
い
る
方

　
町
で
は
、
４
月
１
日
現
在
、
町
在

住
で
身
体
障
害
者
手
帳
、
療
育
手
帳

を
持
ち
、
施
設
に
入
所
し
て
い
な
い

方
に
、
心
身
障
害
者
福
祉
年
金
を
支

給
し
ま
す
。

　
今
年
度
は
、
次
の
と
お
り
支
給
し

ま
す
の
で
お
知
ら
せ
し
ま
す
。

　
な
お
、
心
身
障
害
者
福
祉
年
金
は

申
請
の
手
続
き
は
不
要
で
す
。

▼
支
給
日
　
６
月
30
日（
金
）

▼
支
給
額

○
身
体
障
害
者
手
帳
１
、
２
級
及
び

知
能
指
数
35
以
下
と
判
定
さ
れ
た

方
・
・
・
・
・
１
０
　
０
０
０
円

○
身
体
障
害
者
手
帳
３
、
４
級
及
び

知
能
指
数
36
以
上
50
以
下
と
判
定

さ
れ
た
方
・
・
・
７
　
０
０
０
円

○
身
体
障
害
者
手
帳
５
、
６
級
及
び

知
能
指
数
51
以
上
70
以
下
と
判
定

さ
れ
た
方
・
・
・
５
　
５
０
０
円

▼
支
給
方
法
　
指
定
口
座
へ
振
込
み

◎
問
い
合
わ
せ

　
障
害
福
祉
セ
ン
タ
ー

　
☎（
73
）４
５
３
０

　
住
民
票
の
写
し
な
ど
自
宅
や
職
場

の
パ
ソ
コ
ン
か
ら
申
請
・
届
出
が
で

き
ま
す
。

　
手
続
き
に
は
、
利
用
者
登
録
の
ほ

か
、
公
的
個
人
認
証
な
ど
の
電
子
証

明
書
が
必
要
な
手
続
き
も
あ
り
ま
す
。

利
用
で
き
る
手
続
き

・
住
民
票
の
写
し
交
付
申
請

・
児
童
手
当
現
況
届

・
児
童
手
当
等
認
定
請
求

・
行
政
情
報
公
開
請
求
　
な
ど

電
話
で
サ
ポ
ー
ト

　
利
用
方
法
が
分
か
ら
な
い
と
き
は
、

相
談
電
話
で
案
内
し
ま
す
。

☎
０
５
７
０（
05
）７
５
０
０

《
利
用
時
間
》
８
：
30
〜
17
：
30（
土
、

日
曜
日
、
祝
日
、
年
末
年
始
を
除
く
）

電
子
申
請
は
次
の
ア
ド
レ
ス
か
ら

h
ttp
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町
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
の
「
電
子
申
請

届
出
シ
ス
テ
ム
」
か
ら
も
接
続
で
き

ま
す
。

◎
問
い
合
わ
せ

　
企
画
室
　

☎
内
線
２
０
６

◎
問
い
合
わ
せ
・
申
込
み

　
福
祉
課
　

☎
内
線
３
０
３

外
国
籍
町
民
高
齢
者
・
障
害
者
等
へ

外
国
籍
町
民
高
齢
者
・
障
害
者
等
へ

外
国
籍
町
民
高
齢
者
・
障
害
者
等
へ

外
国
籍
町
民
高
齢
者
・
障
害
者
等
へ

外
国
籍
町
民
高
齢
者
・
障
害
者
等
へ

福
祉
給
付
金
を
支
給

福
祉
給
付
金
を
支
給

福
祉
給
付
金
を
支
給

福
祉
給
付
金
を
支
給

福
祉
給
付
金
を
支
給

　
高
齢
者
が
自
分
に
あ
っ
た
「
生
き

が
い
」
を
見
つ
け
、
明
る
く
活
動
的

な
生
活
を
送
る
こ
と
が
介
護
予
防
に

役
立
ち
ま
す
。

　
「
地
域
で
活
き
活
き
と
暮
ら
す
た

め
に
！
」
を
モ
ッ
ト
ー
に
、
高
齢
者

の
積
極
的
な
社
会
参
加
を
支
援
す
る

一
環
と
し
て
、
「
お
お
い
そ
生
き
が

い
マ
ッ
プ
」
を
作
成
す
る
こ
と
に
な

り
ま
し
た
。

　
町
内
で
活
動
す
る
生
き
が
い
づ
く

り
や
健
康
づ
く
り
・
趣
味
活
動
の
グ

ル
ー
プ
を
こ
の
冊
子
で
紹
介
し
ま
す

の
で
、
掲
載
を
希
望
す
る
グ
ル
ー
プ

は
、
６
月
30
日（
金
）ま
で
に
申
込
み

く
だ
さ
い
。

　
申
込
み
書
は
、
町
の
ホ
ー
ム
ペ
ー

ジ
か
ら
も
取
り
出
せ
ま
す
。

※
す
で
に
申
込

み
済
み
の
グ
ル

ー
プ
は
再
度
の

申
込
み
は
不
要

で
す
。

◎
問
い
合
わ
せ
・
申
込
み

　
子
育
て
介
護
課
　

☎
内
線
３
１
５

区　　分 支給額要　　　　　　件

高　齢　者

重度障害者

中度障害者

○大正15年（1926）4月1日以前に出生した外
国籍の方

○明治44年（1911）4月2日～大正15年（1926）
　4月1日に出生し、昭和36年（1961）4月2
日以降国内に転入した外国籍の方

○昭和37年（1962）1月1日以前に出生し、昭
和57年（1982）1月1日以前に障害が発生し
た外国籍の方

○昭和22年（1947）1月1日以前に出生し、昭
和57年（1982）1月1日～61年（1986）3月
31日に障害が発生した外国籍の方

○昭和36年（1961）4月1日～61年（1986）3月
31日に障害が発生し、障害発生時に国外
に居住していた日本国籍の方

月額
  20,000円

月額
  38,000円

月額
  26,000円

◆受給の要件と支給額

（注１）身体障害者手帳１～２級あるいは、療育手帳Ａ１，Ａ２の方など

（注２）身体障害者手帳３級あるいは、療育手帳Ｂ１の方など

（注１）

（注２）

あ
な
た
の
グ
ル
ー
プ
を

　
　
「
お
お
い
そ
生
き
が
い
マ
ッ
プ
」
に
載
せ
て
み
ま
せ
ん
か
？

，

， ，


